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介護保険サービス決定における要介護者と家族の主体性に

関連する要因の検討

利用者の基本属性による違い
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目的 介護保険サービス利用者のサービス決定における主体性とその関連要因を明らかにし，

サービス提供者へのサポートのあり方に示唆を得ることを目的とした。

方法 大阪府東大阪市にて介護保険サービスの利用経験がある1,760件のサービス利用者（要介

護者と家族）に無記名自記式質問紙を郵送した。調査期間は2001年10月で1,178件（66.9％）

回収した。従来日本では，要介護者と家族を同一視して論じられることが多かったが，本研

究ではサービス利用の現状を考慮し，要介護者と家族を別々に捉えサービス決定における主

体とした。分析対象は要介護者による回答146件と家族による回答577件とし別々のモデルを

作成した。調査項目は基本属性，サービス利用期間，情報収集，理解度，要望伝達度，サー

ビス提供者の態度，家族の関係（家族内での支え合い・対話の有無），サービス決定におけ

る主体性である。分析は主体性を従属変数とした重回帰分析を用い各要因の単独効果を明ら

かにしたあと，利用者の属性と各要因との交互作用効果を検討した。

成績 1)サービス決定における主体性の得点は要介護者では3.1±0.8（範囲 1–4）点で，家族の

2.8±0.8点より高かった。2)主体性は，単独効果では，要介護者において情報収集と理解度

の 2 つ，家族において情報収集，理解度，要望伝達度，サービス利用期間，家族内の対話の

5 つに認められた。3)交互作用効果では，要介護者において「理解度×年齢」「サービス提

供者の態度×年齢」「サービス提供者の態度×性」「要望伝達度×性」，家族において「サー

ビス提供者の態度×家族年齢」「認知機能障害×サービス利用期間」が，主体性に対し有意

であった。

結論 主体性の得点は家族が要介護者より低く，関連要因は要介護者と家族では異なっており，

サービス利用者の属性により主体性を高めるサポートのあり方が異なることが明らかになっ

た。利用者の属性を考慮したサポートが，利用者の主体性を向上させるために必要であるこ

とが示唆された。

Key words：主体性，介護保険制度，要介護者，家族介護者，属性

Ⅰ 緒 言

近年急速に高齢社会が到来し，介護を必要とす

る人口は増加している。この介護が在宅介護サー

ビス（以下サービスとする）の支援の下で，可能

な限り在宅で完結できるよう，また利用者本位の

サービスの供給体制の確立を目指して2000年 4 月

に介護保険制度が導入された。従来，同様のサー

ビスは福祉サービスとして「措置」制度の下に提

供されていたが，介護保険の導入により契約に基

づき提供されるようになった。そのため，利用者

のサービス選択に関する自己決定が保障される必

要がある。利用者の自己決定に伴う自己責任を論

じる際の前提条件1)として，利用者がサービスの

選択や決定を行う際に，選択肢が十分に提示され

たか，提示された選択肢のサービス内容が利用者
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にとって適切なものかどうか（内容管理）や，ケ

アの質が確保されているかどうか（品質管理）な

どが問われている。また，介護保険下において

サービス利用者は「社会的弱者」という受け身的

な利用者ではなく，主体性を持った利用者へと変

容することか求められてきている2,3)。すなわ

ち，利用者側にサービス選択を主体的に行おうと

いう意識がなければ，「利用者主体」という介護

保険の理念があっても，サービス提供者と利用者

の関係は変わらないと考えられる。しかしながら

利用者の取捨選択は，サービス提供者間に競争を

生み，よりよいサービスが提供されるようになる

ことが期待でき3)，これは在宅介護サービスの基

盤を質的に向上させる要因としても大切であると

考えられる。しかし，介護保険サービスの利用者

は，サービスに対する自己決定や権利主張になじ

みが少なく，契約システムに不慣れな世代であ

る4)ため，利用者の主体性が尊重されるようなサ

ポートづくりが重要であると言える。

主体性を高めるサポートについては Hannke

ら5)は患者中心スタイルのサポート，Reinardy6)

は◯１選択のサポート，◯２熟慮できるサポートが重

要と報告した。また Kapp7)は高齢者にとって自

己決定を行うことが精神的に負担となることもあ

り，その場合には自己決定をおこなえる適切なサ

ポートが必要と述べている。主体性の関連要因に

は，家族との関連について報告したものや，認知

障害の有無，介護者の介護負担感，高齢者の身体

機能の悪化，精神状態などと研究者によって異な

り，これまでのところ一致した見解は得られてい

ない8～14)。また欧米での高齢者や要介護者の主体

性に関する先行研究は質的なもの12,13,15)や，サン

プルサイズが少ないもの5,6,13～15)が多い。よって

本研究ではサービス利用者の主体性を把握し，そ

れを高めるためのサポートのあり方について検討

をおこなうことを目的とし，大規模なサンプルを

用いてサービス決定における主体性とその関連要

因について統計学的に検討することとした。

主体性の定義には「自己決定の行使（Silver-

stone: 1987）」「自己決定，自由，自立，選択の自

由，行動などの概念の総合（Collopy: 1988）」「自

己決定の自由であり，疾患をもつ高齢者のケアの

中心にあるもの（Grimley: 1984）」などがあ

る8,12)。先行研究の知見を参考にし，本研究にお

ける主体性とは，利用者がサービスを選択し決定

を行う能動性とし，その能動性は適切なサポート

によって高められるものと定義した。また主体性

を保持するためにはサポートだけではなく，サー

ビスに関する情報を得たり，サービスをよく理解

するといった一連の情報収集も必要であると考え

た。

また，本研究においてサービス利用者とは要介

護者，家族とした。日本では，従来しばしば要介

護者と家族は同一視して論じられることが多かっ

たが，本研究ではサービスの利用状況や主体性に

関連する要因が異なると仮定し，要介護者と家族

は別々に捉え，調査票に要介護者が回答したもの

は要介護者のモデル，家族が回答したものは家族

のモデルと明確に区別し，別々のモデルを作成し

分析を行うこととした。これによって◯１要介護者

と家族のサービス利用主体としての意識の現状，

◯２訪問回数など量的な規準でしか明示されてこな

かったケアマネージャーの要介護者，家族に対す

る質的な接遇の方法や情報的な環境作りの重要性

を明らかにすることができる。

本研究の目的は次の 3 点である。第一に，サー

ビス利用者である要介護者と家族のサービス決定

における主体性を把握することである。第二に，

サービス決定における主体性を高める要因を検討

することである。本研究で検討する要因は「サー

ビスに関する情報を得ること」「情報に対する理

解が高められること」「サービス利用者自身が目

的意識を持って利用するサービスを選択できるよ

うなサポート（要望伝達度，サービス提供者の態

度）」「日常生活を援助する家族との関係性（家族

内での支え合いの有無，家族内での対話の有無）」

である。第三に，これらの要因と「主体性」の関

係は，要介護者および家族の性別，年齢やサービ

ス利用期間によって異なるか否かを，交互作用効

果によって明らかにし，これによって利用者の属

性を考慮したサポートのあり方を検討することで

ある。

Ⅱ 研 究 方 法

1. 対象

1) 調査対象地域の概要

東大阪市は大阪府の東部に位置し，大阪市に隣

接し64.8％が市街地である。人口は2001年10月で
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51万 5 千人であり，1996年をピークに人口減少が

続いている。世帯数は20万 3 千世帯で，1 世帯人

員は2.53人となっている。65歳以上の老年人口割

合は東大阪市では14.6％，全国は18.0％，年少人

口割合は東大阪市では14.1％，全国は14.4％であ

った。東大阪市は全国と比較して老年人口割合は

低い。

2) 調査対象者の抽出方法および調査方法

調査対象は，2001年 8 月に東大阪市に在住し，

要介護認定を受け，かつ同年 8 月の介護保険給付

実績のある4,905件のうち，要支援及び要介護 1

から約 3 割，要介護 2 以上から約 4 割を層別に無

作為抽出し，計1,760件である。郵送法を用い

て，無記名自記式質問紙法により実施した。配布

と回収は東大阪市介護保険室がおこなった。な

お，倫理的配慮として，あらかじめ対象者には

データを調査研究のみに使用すること，回答は自

由意思であり，無記名にすることにより匿名性を

確保することを記した。また，調査結果は本研究

室が報告書としてまとめ，調査対象者が閲覧でき

るようにした。調査票は要介護者への設問部分

と，家族への設問部分で構成されており，その構

成を表 1 に示す。調査票の冒頭で，要介護者によ

る記入が困難な場合には家族へ代理回答を依頼し

た。要介護者が回答した場合には要介護者への設

問部分にのみ回答があり，家族が代理回答した場

合には要介護者への設問に家族が代理回答し，家

族への設問には家族が回答をした。 1,178件

（66.9％）から回答を得て，そのうち，要介護者

による回答146件（20.2％），家族による代理回答

577件（79.8％）について別々のモデルを作成し

た。回答者の区別は調査票のはじめに，記入者が

要介護認定を受けているご本人であるか否かを尋

ね，さらに本人との続柄を尋ねて把握した。

2. 調査項目

調査項目の一覧を表 1 に示す。

1) 従属変数：サービス決定における主体性

（範囲 1–4）

本研究では，サービス選択時に誰がサービスを

決定したのかというサービス決定主体ではなく，

サービス利用者自身がどの程度の主体性をもって

サービス決定を行ったのかを明らかにすることと

し，介護保険制度では実際のサービス利用はケア

プランに基づいておこなわれることを考慮して

「どのようなサービスを受けたいかという意思は

どの程度ケアプランに反映されましたか」という

設問様式とした。回答の選択肢には Healy11)の

Support for Autonomy Scale を参考にして，「全く

自分の意思が取り入れられなかった」から「すべ

て自分の意思が取り入れられた」の 5 件法とし

た。分析に投入する際には，回答の分布を考慮し

再分類をおこなった（以下の変数についても再分

類をおこなった）。数字が大きいことは主体性が

高いことを示す。

2) 独立変数

１ 対象者の基本属性（要介護者の性，年齢，

要介護度および家族の性，年齢）

２ 要介護者の認知機能障害（16項目 2 件法，

範囲 0–16）

痴呆などの認知機能障害があってもその人らし

さを最大限に支援することが重要である13)と考え

られるため，家族への設問部分において，要介護

者の認知機能障害の把握のために自記式の「痴呆

性老人のスクリーニング・重症度評価チェックリ

スト」16)を使用した。このリストは「自分の年齢

がわからないことが多い」など16項目で構成され

る。本調査における Cronbach の a 係数は0.86で

あった。本研究では，該当項目数を測定し単純加

算した。数字が大きいほど認知機能障害が重度で

あることを示す。

３ 家族関係のアセスメント（2 項目 2 件法，

範囲 0–1）

家族関係を測る尺度として Moos の FES (Fa-

mily Environment Scale：家族環境尺度)17,18)の 3

つの次元のうち Relationship（家族相互の関係性）

次元に着目し，その下位項目である Cohesion を

「家族内での支え合いの有無」，Expressiveness を

「家族内での対話の有無」としてこの 2 つを調査

項目に加えた。

４ サービス利用期間（1 項目 6 件法，範囲

1–3）

サービス利用期間は介護保険導入後と限らず，

在宅介護サービス利用開始時からの期間を尋ねた。

５ サービスに関する情報収集，サービスに対

する理解度（2 項目 4 件法，範囲 1–3）

情報収集は「サービスの種類や内容をどのくら

いお聞きになりましたか」，理解度は「サービスの

種類や内容をわかっておられましたか」と尋ねた。
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表１ 調査項目

本論文中
での呼称

調査票回答者

質 問 項 日 再 分 類 法
要介
護者

家族

要介護者性別 ◯ ◯ あなたの性別 女性＝0，男性＝1
要介護者年齢 ◯ ◯ あなたの生年月日 75歳未満＝0，75歳以上＝1
要介護度 ◯ ◯ 質問紙の色で分類 要支援＝1，要介護 1＝2，要介護 2＝

3，要介護 3＝4，要介護 4＝5，要介護
5＝6

認知機能障害の
程度

◯ 痴呆性老人のスクリーニング・重症度
評価チェックリストを使用（16項日の
質問，2 件法)

範囲 0–16単純加算して使用

家族性別 ◯ あなたの性別 女性＝0，男性＝1
家族年齢 ◯ あなたの生年月日 50歳未満＝1，50–59歳＝2，60–69歳＝

3，70歳以上＝4

家族内での支え
合いの有無，家
族内での対話の
有無

◯ 支え合い：｢困ったときはお互いに，
支えたり助け合ったりしていらっしゃ
いますか」，対話：｢お互いに自分の考
えていることや気持ちを直接話すこと
ができますか」

はい＝1，いいえ＝0

サービス利用期
間

◯ ◯ 在宅介護サービスを利用しはじめてか
ら，どれくらいになりますか

6 ヶ月未満＝1，6 ヶ月以上 1 年未満＝
2，1 年以上 3 年未満＝3

情報収集 ◯ ◯ サービスの種類や内容をケアマネージ
ャーなどからどのくらいお聞きになり
ましたか

全く・あまり聞いていない＝1，まあ
まあ聞いた＝2，十分聞いた＝3

理解度 ◯ ◯ サービスの種類や内容をわかっておら
れましたか

わかっていなかった，あまりわかって
いなかった＝1，すこしわかっていた
＝2，わかっていた＝3

サービス提供者
の態度

◯ ◯ ケアマネージャーなどはどのくらい親
身になってあなたや御家族の相談にの
ってくれますか

全く・あまりしてくれない＝1，やや
親身＝2，とても熱心＝3

要望伝達度 ◯ ◯ ケアマネージャーなどに自分たちの意
向や希望を伝えていますか

全く・あまり伝えていない＝1，ある
程度伝えている＝2，十分に伝えてい
る＝3

サービス決定に
おける主体性

◯ ◯ あなたのどのようなサービスを受けた
いかという意思はどの程度ケアプラン
に反映されましたか

全く・あまり自分の意思が取り入れら
れなかった＝1，どちらかといえば自
分の意思＝2，大体自分の意思＝3，す
べて自分の意思＝4

注) 質問紙は要介護者に対する設問，家族に対する設問で構成されている。調査票回答者欄の◯印は，要介護者

が回答した設問，家族か回答した設問を示す。
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６ サービス決定を支えるサポート：サービス

提供者の態度，要望伝達度（2 項目 4 件法，

範囲 1–3）

野嶋ら19)は自己決定を支えるには看護師の姿勢

も重要であると指摘し，中川20)は患者とサービス

提供者との関係においてサービス提供者が情報を

十分に提供し，患者の個人的な問題に配慮し，あ

たたかで共感的な態度や，患者中心スタイルを持

つ場合に，患者アウトカムが高まっていたことを

報告している。本研究ではサービス提供者の態度

と，サービス提供者に対して利用者である自分た

ちの意向や要望をどの程度伝達できているかどう

かという要望伝達度を，利用者とサービス提供者

との関係を示すものと考え，サービス提供者の接

遇状況を把握するために，サービス決定を支える

サポートとして調査項目に加えた。サービス提供

者の態度は「ケアマネージャーなどはどのくらい

親身になってあなたや御家族の相談にのってくれ

ますか」，要望伝達度は「ケアマネージャーなど

に自分たちの以降や希望を伝えていますか」と尋

ねた。数字が大きいことはサービス提供者の態度

が親身であり，要望が伝達できていることを示す。
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表２ 要介護者と家族の属性およびサービス利用期間，情報収集，理解度，要望伝達度，サービス提供者の態

度，サービス決定における主体性 人（％)

要 因 カテゴリー 要介護者：n＝146 家族：n＝577 検定

要介護者性別a) 男 29(19.9) 176(30.5) *
女 117(80.1) 401(69.5)

要介護度a) 要支援 36(24.7) 23( 4.0) ***
要介護 1 77(52.7) 96(16.6)
要介護 2 29(19.9) 173(30.0)
要介護 3 3( 2.1) 113(19.6)
要介護 4 1( 0.7) 105(18.2)
要介護 5 ― 67(11.6)

要介護者年齢b) 年齢±標準偏差（範囲) 79.9±6.2(60–93) 82.1±8.1(46–104) **
75歳未満 23(15.8) 102(17.7)
75歳以上 123(84.2) 475(82.3)

サービス利用期間a) 6 ヶ月未満 22(15.1) 99(17.2) n.s.

6 ヶ月以上 1 年未満 31(21.2) 158(27.4)
1 年以上 91(62.3) 306(53.0)
不明・無回答 2( 1.4) 14( 2.4)

情報収集b) 平均点±標準偏差（範囲) 2.2±0.7(1–3) 2.2±0.7(1–3) n.s.

理解度b) 平均点±標準偏差（範囲) 2.1±0.8(1–3) 1.8±0.8(1–3) ***

要望伝達度b) 平均点±標準偏差（範囲) 2.3±0.7(1–3) 2.4±0.6(1–3) n.s.

サービス提供者の態度b) 平均点±標準偏差（範囲) 2.5±0.7(1–3) 2.5±0.6(1–3) n.s.

サービス決定における主体性b) 平均点±標準偏差（範囲) 3.1±0.8(1–4) 2.8±0.8(1–4) **

n.s.: not signiˆcant, †: P＜.1, *: P＜.05, **: P＜.01, ***: P＜.001
a) Mann–Whitney の U 検定
b) t 検定
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3. 分析方法

まず要介護者回答，家族回答のサービス利用の

特徴を明らかにした。つぎに「主体性」を従属変

数に，「要介護者性別」，「要介護者年齢」，「要介

護度」，「サービス利用期間」，「情報収集」，「理解

度」，「要望伝達度」，「サービス提供者の態度」

「要介護者の認知機能障害（家族モデルのみ）」，

「家族内での支え合いの有無（家族モデルのみ）」，

「家族内での対話の有無（家族モデルのみ）」「家

族性別（家族モデルのみ）」，「家族年齢（家族モ

デルのみ）」を独立変数とした重回帰分析をおこ

ない，要介護者と家族の主体性に対する単独効果

を明らかにした。

つぎに主体性に対して，その関連要因と考えら

れる各変数が対象者の属性によって異なるかどう

かを交互作用効果の有無によって検討した。その

後交互作用項を 1 つずつ投入して重回帰分析を行

った21～23)。交互作用項を重回帰式に投入する際

には独立変数の 1 次項との多重共線性が生じない

ように，Aiken と West の方法24)に従い，セン

タード化した。

統計ソフトは SPSS 11.0J for Windows を用い，

有意水準は 5％とした。ただし，5％以上10％未

満であった場合にも関連が確認されたものとして

表記することとした。

Ⅲ 結 果

1. 要介護者と家族の属性およびサービス利用

期間，情報収集，理解度，要望伝達度，サー

ビス提供者の態度，サービス決定における主

体性（表２）

表 2 より，家族回答による要介護者と，要介護

者回答による要介護者の基本属性を比べると，家

族回答における要介護者の方が男性の割合が多
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表３ 要介護者回答におけるサービス利用別にみたオッズ比（n＝145)

変 数
ホームヘルプ デイケア・デイサーヒス 訪問看護 福祉用具のレンタル

n ％ 0R n ％ 0R n ％ 0R n ％ 0R

要介護度

要支援 31 26.1 1 8 14.5 1 2 10.0 1 1 3.8 1
要介護 1 59 49.6 0.42 30 54.5 2.15 9 45.0 2.18 15 57.7 8.23n.s. † n.s. *
要介護 2 25 21.0 0.81 14 25.5 3.15 6 30.0 4.30 9 34.6 15.30n.s. * † *
要介護 3 3 2.5 173.13 3 5.5 4,528.34 2 10.0 33.00 0 0.0 ―n.s. n.s. *

要介護者の性別

女 95 79.8 1 47 85.5 1 14 70.0 1 21 80.8 1
男 24 20.2 1.06 8 14.5 0.56 6 30.0 1.90 5 19.2 0.94n.s. n.s. n.s. n.s.

要介護者の年齢

75歳未満 22 18.5 1 10 18.2 1 2 10.0 1 6 23.1 1
75歳以上 97 81.5 0.18 45 81.8 0.76 18 90.0 1.82 20 76.9 0.56† n.s. n.s. n.s.

注) n.s.: not signiˆcant,†: P＜.1, *: P＜.05, **: P＜.01, ***: P＜.001，レファレンスカテゴリー（要支援）のオッ

ズ比を 1 と表記した。

0R＝オッズ比

表４ 家族回答におけるサービス利用別にみたオッズ比（n＝405)

変 数
ホームヘルプ デイケア・デイサーヒス 訪問看護 福祉用具のレンタル

n ％ 0R n ％ 0R n ％ 0R n ％ 0R

要介護度

要支援 10 5.2 1 8 2.5 1 4 2.4 1 4 2.1 1
要介護 1 36 18.6 0.78 54 17.0 2.41 11 6.5 0.62 17 8.8 1.02n.s. n.s. n.s. n.s.

要介護 2 48 24.7 0.51 108 34.0 3.21 32 19.0 1.09 46 23.7 1.75n.s. * n.s. n.s.

要介護 3 34 17.5 0.57 72 22.6 3.38 26 15.5 1.44 43 22.2 2.96n.s. * n.s. †

要介護者の性別

女 140 72.2 1 233 73.3 1 101 60.1 1 130 67.0 1
男 54 27.8 0.82 85 26.7 0.67 67 39.9 1.82 64 33.0 1.19n.s. * ** n.s.

要介護者の年齢

76歳未満 35 18.0 1 52 16.4 1 40 23.8 1 41 21.1 1
75歳以上 159 82.0 0.96 266 83.6 1.22 128 76.2 0.57 153 78.9 0.70n.s. n.s. * n.s.

注) n.s.: not signiˆcant,†: P＜.1, *: P＜.05, **: P＜.01, ***: P＜.001，レファレンスカテゴリー（要支援）のオッ

ズ比を 1 と表記した。

0R＝オッズ比
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く，要介護度が高いものが多く（Mann-Whitney

U 検定，P＜.001～.05），また年齢も有意に高か

った（t 検定，P＜.01）。理解度およびサービス決

定における主体性は要介護者回答の方が家族回答

よりも高い評価をしていた（ t 検定，P＜ .001

～.01）。

2. サービス利用の特徴の比較（表 3，4）

要介護者回答，家族回答におけるサービス利用

の特徴を比較するために要介護度別，性別，年齢

別にサービス利用のオッズ比を表 3, 4 に示し

た。この際，要介護者回答と家族回答の利用を比

較するため要介護度 4 以上，訪問入浴，ショート

ステイは分析から除外した。

表 3, 4 より，要介護者回答，家族回答とも

ホームヘルプ利用と要介護度との間に有意な関連

はなかった。デイケア・デイサービスは要介護者

回答では要介護 1, 2 の利用が多く，家族回答で

は要介護 2, 3 の利用が多かった。訪問看護は，
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表５ 要介護者のサービス決定における主体性を

従属変数とした重回帰分析（n＝139)

直接効果

B SE B b

(定数項) 1.571*** .371
要介護者性別 －.102n.s. .145 －.055
要介護者年齢 .199n.s. .156 .099
要介護度 .008n.s. .077 .008
サービス利用期間 －.051n.s. .084 －.050
情報収集 .179† .099 .161
理解度 .240** .079 .254
要望伝達度 .049n.s. .106 .047
サービス提供者の態度 .189n.s. .121 .165

Adjusted R2 .181
F 値 4.807***

注) n.s.: not signiˆcant,†: P＜.1, *: P＜.05, **: P＜.01,
***: P＜.001，B；非標準化偏回帰係数，SE B；
非標準化偏回帰係数の標準誤差，b；標準化偏

回帰係数，Adjusted R2；自由度調整済み決定係

数，F 値；F 検定の結果
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要介護者回答では要介護度が高いと利用が多かっ

たが，家族回答では訪問看護利用と要介護度に関

連はなかった。福祉用具のレンタルは要介護者回

答では要介護度が高いと利用が多く，家族回答で

は要介護 3 において福祉用具の利用が多い傾向が

みられた。以上よりサービス利用状況は要介護者

回答，家族回答間には大きな違いはみられず，要

介護度によって特徴がみられた。またサービス利

用の有無と情報収集，理解度，要望伝達度などと

の間の相関は r＝－.14～.17と非常に弱かったた

め，重回帰分析にはサービス利用の有無は投入せ

ず，要介護度を用いてサービス利用状況の違いを

コントロールした。

3. 要介護者の主体性に対する効果

1) 要介護者の主体性に対する単独効果（表 5）

要介護者の主体性を従属変数とした重回帰分析

では，理解度が高く（ b＝.254, P＜.01），情報収

集できている（ b＝.161, P＜.1）と主体性が高く

なっており，決定係数（自由度調整済み）は.181

(P＜.001）であった。情報に対する理解度の高

さが，主体性に最も強い関連を示した。要望伝達

度や，サービス提供者の態度は有意ではなく，ま

た要介護者の性，年齢，要介護度ならびにサービ

ス利用期間も有意ではなかった。サービス利用期

間の標準偏回帰係数が，b＝－.050と負の値であ

り，サービス利用期間が長い場合主体性は低い傾

向を示した。

2) 要介護者の主体性に対する交互作用効果

（表 6）

1)の重回帰式に交互作用項を 1 つずつ投入した

結果を表 6 に示す。交互作用項に有意差が認めら

れたものは「要望伝達度×性」「サービス提供者

の態度×年齢」「サービス提供者の態度×性」で

あった。「理解度×性」も主体性と10％の有意確

率で関連が認められた。「サービス提供者の態度

×年齢」の標準偏回帰係数 b＝－.172（P＜.05），

この交互作用項を投入した重回帰モデルの決定係

数（自由度調整済み）が.205と最も大きかった。

要介護者の主体性に対し，理解度は単独で有意

であり，また年齢との交互作用も有意確率10％で

関連が認められた（ b＝－.148, P＜.1）。要望伝

達度，サービス提供者の態度，性は単独では有意

ではなかったが，「要望伝達度×性」（ b＝.164, P

＜.05），「サービス提供者の態度×性」は有意

（b＝.157, P＜.05）であった。

表 6 で関連のあった交互作用効果がどのような

影響を持つのかを明らかにするために，重回帰式

を用いて属性別に作図した。図 1 は「理解度×年

齢」の関係を示す。要介護者が，75歳以上では理

解度か高いほど主体性も高いが，75歳未満では理

解度が低い場合に主体性は高く，理解度が高い場

合には主体性が低いという関係を示していた。

「要望伝達度×性」（図 2）では，男性は要望伝達

している程主体性も高かったが，一方，女性は要

望伝達の程度に関わらず，主体性は高いことが明

らかとなった。「サービス提供者の態度×年齢」

（図 3）では，サービス提供者の態度が親身であ

る程主体性は高いが，要介護者が75歳未満ではそ

の効果が著しく高かった。また「サービス提供者

の態度×性」（図 4）は，サービス提供者の態度

と性別との交互作用では，サービス提供者の態度

が親身である程主体性は高いが，男性ではその効

果が著しく高かった。

4. 家族の主体性に対する効果

1) 家族の主体性に対する単独効果（表 7）

家族の主体性を従属変数とした重回帰分析で

は，情報収集（ b＝.174, P＜.01），理解度の高さ

（ b＝.173, P＜.001），要望伝達できていること
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表６ 要介護者のサービス決定における主体性を従属変数とした交互作用効果の結果

交互作用項 重回帰分析の結果

b Adjusted R2 F 値 図

単独効果のみ 重回帰モデル .181 4.807***

交互作用項を投入 情報収集×年齢 －.125n.s. .191 4.614***
情報収集×性別 .070n.s. .179 4.353***
情報収集×サービス利用期間 －.065n.s. .179 4.333***

理解度×年齢 －.148† .196 4.470*** 1
理解度×性別 .056n.s. .178 4.312***
理解度×サービス利用期間 .078n.s. .180 4.371***

要望伝達度×年齢 －.036n.s. .176 4.270***
要望伝達度×性別 .164* .201 4.863*** 2
要望伝達度×サービス利用期間 －.054n.s. .177 4.303***

サービス提供者の態度×年齢 －.172* .205 4.943*** 3
サービス提供者の態度×性別 .157* .200 4.834*** 4
サービス提供者の態度×サービス利用期間 －.113n.s. .187 4.537***

注 1) n.s.: not signiˆcant,†: P＜.1, *: P＜.05, **: P＜.01, ***: P＜.001，b；標準化偏回帰係数，Adjusted R2；自由

度調整済み決定係数，F 値；F 検定の結果

注 2) 重回帰モデルの自由度調整済み決定係数は従属変数にサービス決定における主体性，独立変数に要介護者

の性別，年齢，要介護度，サービス利用期間，情報収集量，理解度，要望伝達度，サービス提供者の態度

を投入したものである（表 5 と同じ)。それより下は，単独効果のみの重回帰モデルに 2 次の交互作用項

を 1 つ投入したものであり，その交互作用項の b と有意確率を示し，Adjusted R2, F 値は交互作用項を投

入した際の重回帰モデルの値である。

図１ 要介護者の主体性に対する年齢と理解度との交

互作用効果

図２ 要介護者の主体性に対する性と年齢との交互作

用効果
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（ b＝.163, P＜.01），家族内での対話の有無（ b

＝.141, P＜.01），サービス利用期間の長さ（ b

＝.085, P＜.05）が関連していた。主体性に対し

て情報収集できていることが最も強い関連を示

し，要介護度や認知機能障害，要介護者，家族の

性や年齢は有意でなかった。このモデルの決定係

数（自由度調整済み）は.155 (P＜.001）であっ

た。表 5 と表 7 に示した要介護者と家族の重回帰

分析の結果を比較すると，要介護者モデルでは有

意ではなかったサービス利用期間，要望伝達度が

家族モデルでは有意な関連を示した。また，家族

モデルでは要介護者モデルより多くの変数を投入

したにも関わらず，決定係数（自由度調整済み）

は小さかった（要介護者＝.181＞家族＝.155）。
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図３ 要介護者の主体性に対する年齢とサービス提供

者の態度との交互作用効果

図４ 要介護者の主体性に対する性とサービス提供者

の態度との交互作用効果

表７ 家族のサービス決定における主体性を従属

変数とした重回帰分析（n＝478)

直接効果

B SE B b

(定数項) 1.037*** .269
要介護者性別 .029n.s. .084 .016
要介護者年齢 .121n.s. .099 .055
要介護度 －.017n.s. .028 －.029
要介護者の認知機能障
害

－.008n.s. .012 －.028

サービス利用期間 .093* .047 .085
情報収集 .207** .060 .174
理解度 .190*** .051 .173
要望伝達度 .222** .068 .163
サービス提供者の態度 .019n.s. .068 .014
家族性別 .000n.s. .092 .000
家族年齢 .003n.s. .038 .004
家族内での支え合いの
有無

－.049n.s. .103 －.025

家族内での対話の有無 .273n.s. .102 .141

Adjusted R2 .155
F 値 7.734***

注) n.s.: not signiˆcant,†: P＜.1, *: P＜.05, **: P＜.01,
***: P＜.001，B；非標準化偏回帰係数，SE B；
非標準化偏回帰係数の標準誤差，b；標準化偏

回帰係数，Adjusted R2；自由度調整済み決定係

数，F 値；F 検定の結果
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2) 家族の主体性に対する交互作用効果（表 8）

要介護者の場合と同様に重回帰式に交互作用項

を 1 つずつ投入した結果を表 8 に示す。「サービ

ス提供者の態度×家族年齢」「要介護者の認知機

能障害×サービス利用期間」は10％の有意確率で

関連が認められた。サービス利用期間は単独でも

有意な効果をもっており，「要介護者の認知機能

障害×サービス利用期間」の標準偏回帰係数（ b

＝.072）が最も大きかった。

図 5 は「サービス提供者の態度×家族年齢」の

交互作用効果を示す。家族が50歳未満，50–59歳

ではサービス提供者の態度が親身でない場合に主

体性は高く，親身であると主体性は低かった。家

族が60–69歳，70歳以上では，サービス提供者の

態度が親身であると主体性か高く70歳以上ではそ

の効果がさらに強かった。「要介護者の認知機能

障害×サービス利用期間」（図 6）は，全体にサー

ビス利用期間が長い程主体性が高かったが，認知

機能障害75％タイル値，すなわち中等度痴呆のあ

る要介護者の家族でその効果がより強く表れてい

た。

Ⅳ 考 察

本研究では，介護保険サービス利用者の主体性

に関して大規模サンプルを用いて調査を行い，

サービス利用者である要介護者，家族の主体性に

ついてモデルを作成・分析した。

また，介護保険制度においてはサービス決定に

至る過程にケアマネージャーとのやりとりがあっ

たため，本研究ではサービス利用契約主体のある

べき姿については踏み込まず，家族にしろ要介護

者にしろ利用者が自らサービスを選択し，どの程

度主体性をもって決定できているのか否かと，そ

れに対するサポートや環境について検討をおこな

った。冷水25)は「自記式質問紙を使用した際の要
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表８ 家族のサービス決定における主体性を従属変数とした交互作用効果の結果

交互作用項 重回帰分析の結果

b Adjusted R2 F 値 図

単独効果 重回帰モデル .155 7.734***

交互作用項を投入 情報収集×要介護者の認知機能障害 .054n.s. .156 7.307***
情報収集×サービス利用期間 －.012n.s. .153 7.173***
情報収集×家族年齢 .061n.s. .157 7.345***
情報収集×家族性別 －.044n.s. .155 7.252***

理解度×要介護者の認知機能障害 .049n.s. .156 7.282***
理解度×サービス利用期間 －.001n.s. .153 7.166***
理解度×家族年齢 .029n.s. .154 7.206***
理解度×家族性別 .018n.s. .154 7.182***

要望伝達度×要介護者の認知機能障害 .042n.s. .155 7.246***
要望伝達度×サービス利用期間 .044n.s. .155 7.258***
要望伝達度×家族年齢 .057n.s. .156 7.321***
要望伝達度×家族性別 .038n.s. .155 7.231***

サービス提供者の態度×要介護者の認知機能障害 .042n.s. .155 7.246***
サービス提供者の態度×サービス利用期間 .023n.s. .154 7.190***
サービス提供者の態度×家族年齢 .071† .158 7.410*** 5
サービス提供者の態度×家族性別 －.013n.s. .153 7.173***

要介護者の認知機能障害×サービス利用期間 .072† .158 7.417*** 6
要介護者の認知機能障害×家族年齢 －.073n.s. .158 7.411***
要介護者の認知機能障害×家族性別 －.014n.s. .153 7.175***

注 1) n.s.: not signiˆcant,†: P＜.1, *: P＜.05, **: P＜.01, ***: P＜.001，b；標準化偏回帰係数，Adjusted R2；自由

度調整済み決定係数，F 値；F 検定の結果

注 2) 重回帰モデルの自由度調整済み決定係数は従属変数にサービス決定における主体性，独立変数に要介護者

の性別，年齢，要介護度，認知機能障害の程度，サービス利用期間，情報収集量，理解度，要望伝達度，

サービス提供者の態度，家族の年齢，性別，家族内での支え合いの有無，家族内での対話の有無を投入し

たものである(表 7 と同じ)。それより下は単独効果のみの重回帰モデルに 2 次の交互作用項を 1 つ投入し

たものであり，その交互作用項の b と有意確率を示し，Adjusted R2, F 値は交互作用項を投入した際の重

回帰モデルの値である。

図５ 家族の主体性に対する年齢とサービス提供者の

態度との交互作用効果

図６ 家族の主体性に対する要介護者の認知機能障害

とサービス利用期間との交互作用効果

注）認知機能障害25％タイル値＝認知機能障害該当項

目なし，痴呆なし

認知機能障害75％タイル値＝認知機能障害該当項

目 4 つ，中等度痴呆
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介護者の回答は要介護者の意思か反映されている

と捉えて問題ないが，家族が回答したものは要介

護者を含めた家族全体の意思が反映されている場

合もある」と指摘しつつ，「厳密に言えば回答者

である家族の意思とみなすべきである」述べてい

る。本研究においても家族モデルよりも要介護者

モデルの方が，要介護者の要介護度や年齢は低い

といった，要介護者の基本属性が異なることを念

頭におき，考察を慎重にすすめていく必要がある。

1. サービス決定における要介護者と家族の主

体性に関する考察

今回の調査でのサービス決定における主体性の

得点は，要介護者回答では3.1±0.8点，家族回答

では2.8±0.8点であり，要介護者は家族よりも主

体性を高く評価をしていた。今回は主体性を「ケ

アプランにどのサービスを受けたいかという意思

はどのくらい反映されましたか」と尋ねた。ケア

プランとサービスは直結しており要介護者は自分

が選んだサービスを利用していると感じやすいの

ではないかと考えられ，そのことが要介護者にお

いて主体性の評価を高めることになったと考えら

れる。一方家族回答で主体性が低く評価された理

由として，家族はサービス利用意識が抑制されや

すいためではないかと考えられた。これは，杉澤

らの「私的な介護基盤である家族では，サービス

の過少利用が多く発生している」という報告26)と

も共通する現象であると考えられる。介護保険制

度の理念では，サービスは私的な支援体制の多寡

に関わらず，介護ニーズに対応して提供されるこ

とがあげられている26)が，この観点からみると，

家族の方がサービス利用者としての意識が低いと

言える。

2. サービス決定における主体性の単独効果に

関する考察

サービス提供者と利用者との間ではサービスに

関する知識量において圧倒的な較差がある27)。要

介護者において情報収集できていることがサービ

スに対する理解度を高めることにつながり，主体

性を高めることとなったと考えられる。

家族の主体性の単独効果は，サービスに関する

情報収集，サービスに対する理解度，要望伝達

度，家族内での対話の有無，サービス利用期間の

長さであったのは，利用期間が長くなることに伴

いサービスに関する情報を得やすくなり，理解度

が高いという可能性や，サービス利用経験により

主体化されている可能性が考えられた。また要望

伝達度が有意であったことは，家族の主体性を高

めるためには，サービス利用者が意向や要望を伝

えられるような雰囲気作りが重要であることが考

えられた。また家族内での対話の有無が主体性と

の有意であったことは，サービス決定が家族に影

響を受ける8～10)という従来の知見と一致してい

る。これは家族内での対話を通して，介護サービ

スを決定する者すなわち家族が介護に対する自分

の思いや気持ちを言い表せる状況があり，ケア

ニーズが明確になっていたためと考えられた。

主体性に関連する要因は要介護者と家族とは異

なることが明らかになった。情報収集，理解度は

要介護者と家族に共通して効果がみられたが，

サービス利用期間と要望伝達度は家族においての

み効果がみられた。家族において主体性を高める

にはサービスの情報収集や理解度だけでなく，家

族の意向や要望を伝達できているかどうかという

ことが重要であることが考えられた。介護保険制

度の理念は利用者主体であるが，利用者としての

要介護者と家族の主体性の関連要因は異なること

からこの両者を同一視はできない。介護保険は介

護の社会化を目指しているが，介護の社会化は家

族介護を排除することではなく，家族介護者を公

的な介護者またサービスの利用者として位置づけ

サポートを展開する必要があると考えられる。こ

のことは本研究において回答者の多くを家族回答

が占めたという結果からも支持できる。また家族

では独立変数が要介護者より多いにも関わらず決

定係数（自由度調整済み）が小さいことから，家

族の主体性の関連要因は要介護者よりさらに複雑

であることが考えられ，家族の主体性の関連要因

が他にあることが示唆された。

3. サービス決定における主体性の交互作用効

果に関する考察

主体性を高める支援についてケアマネージャー

が関わる場面を想定し，利用者の属性別に検討し

た結果をふまえて考察する。要介護者の主体性に

対して，理解度には単独効果だけでなく年齢との

交互作用効果があった。75歳未満で理解度が低い

場合に主体性が高い傾向が示されたことは，サー

ビス内容を理解しないで自己決定していることが

示唆された。このことから自己決定に伴う自己責
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任を論じる際の前提条件1)がクリアされていない

状況があると考えられた。要介護者において年齢

と要介護度との相関は有意ではなく（r＝0.06,

n.s.），要介護度には単独効果および交互作用効

果はないことから要介護度と主体性の関連はない

と考えられた。サービス提供者の態度と要望伝達

度は主体性に対して単独では有意な効果はなかっ

たが，年齢や性との交互作用効果があることが明

らかとなった。男性ではサービス提供者の態度が

親身であり，要望伝達できている場合，また75歳

未満でサービス提供者の態度が親身である場合に

主体性が高いことが明らかとなった。しかし，女

性ではサポートの状況に関わらず男性より主体性

が高いことが明らかになりサービス提供者の態度

や要望伝達状況による主体性への影響は男性ほど

受けていないことが考えられた。交互作用効果の

結果から，男性では特にサービス提供者の親身な

態度が重要であり，サービス利用者の属性により

主体性を高めるサポートのあり方や形態が異なる

可能性が示唆された。介護保険サービスは利用負

担を伴うため，女性の方が経済的な事情もあり主

体性が高いということも考えられた。

家族の主体性に対してサービス提供者の態度の

単独効果は有意ではなかったが，家族の年齢との

交互作用効果がみられた。家族の年齢が60歳以上

ではサービス提供者の態度が親身である場合に主

体性は高かったが，59歳以下では低かった。59歳

以下の家族でサービス提供者の態度が親身である

場合に主体性が低いのは，サービス決定をサービ

ス提供者にまかせてしまうという可能性が考えら

れた。家族の年齢により，サービス提供者の態度

が親身であるという条件下で主体性が高い場合も

あれば低い場合もあることは，サポートをおこな

う際には家族の年齢を考慮する必要があることが

示された。家族において要介護者の年齢と要介護

度との間の相関は有意でなく（r＝0.08, P＝0.07），

主体性に対する要介護度の単独効果および交互作

用効果はないことから，要介護者と同様に家族に

おいても要介護度と主体性の関連はほとんどない

と考えられた。

また家族の主体性に対して要介護者の認知機能

障害は単独効果がみられなかったものの，サービ

ス利用期間との交互作用効果が認められた。先行

研究では要介護者の知的能力は自己決定と関連が

ある14)と報告したものがある。一方 MMSE など

の認知機能測定ツールによって自己決定できるか

どうかを判定することはできないとし，自己決定

をできるかどうかを測定するゴールドスタンダー

ドはない28)としたものがある。サービス選択能力

（情報収集力，判断力）のない者，意思能力が不

十分な者（痴呆・精神疾患のある者），など利用

者保護の問題が解決されないと，個人の尊厳にふ

さわしい自己決定はおこなえないことになる29)と

されているが，本研究では認知機能障害なしのも

のと比べて認知機能障害がある要介護者を介護す

る家族において，サービス利用期間が長期化す

る，つまり介護期間が長くなると，家族がサービ

ス決定をより主体性をもっておこなっていること

が示された。認知機能障害がある要介護者の家族

は，要介護者のそれまでの生活や好みから要介護

者の選択を判断しサービスを決定していることか

望ましいが，家族は要介護者との兼ね合いの結

果，最終的に家族がサービス決定の判断をしてい

ると思われる。個々の家庭においてどのような経

過をたどりサービス決定をおこなっているかを把

握することは非常に困難であるが，今後痴呆性老

人が増えると推測されており，権利擁護の視点か

らもこの過程を軽視することはできないであろう。

介護保険制度は要介護者の自立支援を目指した

ものである。痴呆のある場合，高齢者に意思能力

がある場合はもちろん，痴呆が進行して意思能力

が不十分な場合にも，社会的弱者とせず，あくま

で「選択」と「要求」を有する主体として，その

自己決定を支援することが極めて重要な意義があ

る29)とされている。しかし，介護保険において利

用者が誰か，主体が誰かについてのあるべき姿は

さらに議論が必要な部分である。痴呆症状のある

事例や，要介護者の意思の確認が困難な事例は，

介護保険導入前よりケアマネジメントの際に対応

が難しいと考えられていた30)。介護保険導入後に

は，とくに単身で痴呆のある事例への介入には難

しい状況があるという報告があり，契約能力のな

い高齢者を誰がどのようにサポートするのかは不

明瞭である31)と指摘されている。要介護者に認知

機能障害のある場合には，要介護者の嗜好や好み

を考慮し，その人らしさを最大限に支援できるよ

うなサポートを行い要介護者の主体性を高めるこ

とが家族やサービス提供者に求められると考えら
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れる。

今後の課題として，結果の因果関係を明らかに

するため縦断調査を行うこと，また，主体性をよ

り的確にとらえる設問様式の検討が必要であると

考えられる。情報収集に関して，サービスに精通

するだけでなく，ケアマネージャーや事業所を利

用者が選ぶことができるという情報も含め，介護

保険システムそのものを利用者が理解することが

必要と考えられるが，今回の「情報収集」ではそ

こまで調査できなかった。また，ケアマネージ

ャーの接遇状況についてさらに詳しい調査が求め

られる。

Ⅴ 結 語

本研究では介護保険サービス利用者を要介護者

と家族とし，その主体性を明らかにしたのち，主

体性への単独効果と交互作用効果の検討をおこな

った。

1) サービス決定における主体性について，家

族と比較して要介護者の方が主体性を高く評

価していた。

2) 主体性の単独効果は，要介護者では情報収

集，理解度たった。家族では，情報収集，理

解度，要望伝達度，サービス利用期間，家族

内での対話があることであった。主体性に対

して最も強い関連を示した独立変数は，要介

護者ではサービスに対する理解度，家族では

サービスに関する情報収集であった。

3) 主体性の交互作用効果は，要介護者では男

性においてサービス提供者の態度が親身であ

り，要望伝達できている場合，要介護者が75

歳未満においてサービス提供者の態度が親身

であり，75歳以上において理解度が高い場合

に主体性が高かった。家族では家族の年齢が

60歳以上においてサービス提供者の態度が親

身である場合，中等度痴呆の要介護者の家族

においてサービス利用期間が長い程主体性が

高かった。以上よりサービス利用者の属性に

より主体性を高めるサポートの形態やあり方

が異なることが明らかになった。利用者の属

性を考慮したサポートが，利用者の主体性を

向上させるために必要であることが示唆され

た。

本研究にご協力を賜りました東大阪市福祉部介護保

険給付管理課，ならびに回答していただいた東大阪市

民の皆様に心より感謝致します。

（
受付 2003. 6.16
採用 2004. 4.16）
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EVALUATION OF DEMOGRAPHIC FACTORS FOR AUTONOMY OF
THE ELDERLY AND THEIR FAMILIES IN SELECTING LONG-TERM

CARE INSURANCE SERVICES
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Purpose This study was conducted to characterize (1) the autonomy of service users, both frail elderly
and of their family caregivers, in selecting Long-term care insurance services, and to evaluate (2)
in‰uencing demographic factors. The aim was to propose new directions for the care providing
system.

Methods The subjects were 1,760 users of public Long-term Care Insurance who were randomly strati-
ˆed and sampled in Higashi-osaka city, Osaka prefecture. Data were collected through a mailed
anonymous self-report questionnaire in October, 2001. The number returned was 1,178
(66.9％). In this study, 723 eligible cases were analyzed in separate models: 146 cases for the el-
derly model, and 577 for the family model. Multiple regression analysis and two-way analysis of
variance were performed to identify factors which have direct and interactive eŠects, respectively,
on the autonomy.

Results 1) The degree of autonomy of the elderly (3.1±0.8 (range 1–4)) was high in comparison with
the family (2.8±0.8). 2) In the elderly model, the ability to collect service information and the
level of knowledge about the service contents had a direct eŠect on the autonomy. In the family
model, ability to collect service information and the level of knowledge about the service contents,
the degree of informing the provider of own care needs, and good relations among family mem-
bers had direct eŠects. 3) In the elderly model signiˆcant two-way interactive eŠects on the au-
tonomy were observed between the level of knowledge about the service contents and the age; atti-
tudes of the service providers and the age or gender of the recipient; the degree of informing the
provider of own care needs and the gender. In the family model, signiˆcant interactions were not-
ed between the attitudes of the service providers and the age of the family caregiver; the level of
congitive disorders of the elderly and the length of service usage.

Conclusions It was clariˆed that the score for autonomy of the family was low in comparison with that for
elderly, and the essential requisites of service providers for enhancing the autonomy of elderly
people and families may vary depending on the basic characteristics or the situation of the user. It
was suggested that support to enhance users autonomy should be provided by taking the demo-
graphic factors of the user into consideration.
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